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国立大学法人旭川医科大学                    大学番号：０６ 

 

申立ての内容 申立てへの対応 

 

【評価項目】 

１ 全体評価 

 

【原文】 

「一方、年度計画に掲げている科学研究費

補助金の申請については、各教員１件以

上申請が行われるまでには至っていない

ことから、今後、積極的な取組が期待さ

れる。」 

 

【申し立て内容】 

削除願いたい 

 

【理由】 

本学は、国立大学法人法で規定する中期

目標の「財務内容の改善」に関する事項に

「科学研究費補助金等の外部研究資金、そ

の他の自己収入の増加を図る。」を掲げ、

当該中期目標の達成に向け、中期計画及び

年度計画において、代表的な競争的資金で

ある文部科学省科学研究費補助金の各教員

１件以上申請を明記することで、各教員の

自己啓発を促しつつ、学長のリーダーシッ

プの下、文部科学省科学研究費補助金、厚

生労働科学研究費補助金、文部科学省大学

教育改革支援事業等への積極的な申請を通

して競争的資金の獲得に努めるとともに、

共同研究、受託研究、寄附金等多様な資金

調達により自己収入の増加に努めてきた。

平成２０年度においても、当該年度計画に

ある「文部科学省科学研究費補助金の各教

員１件以上申請」について、退職予定や長

期不在者等合理的な理由により申請しなか

った教員を除き、１人１件以上に相当する

件数を申請（平成２１年７月３１日付け回

答：資料４－２参照）する一方、評価項目

 

【対応】 

 意見を踏まえ、下記のとおり修正する。

 

『一方、年度計画に掲げている文部科学省

科学研究費補助金の申請については、各教

員１件以上申請が行われるまでには至って

いないことから、今後、積極的な取組が求

められる。』 

 

【理由】 

 退職予定や長期不在者等合理的な理由に

より申請しなかった教員には、研究分担者

・共同研究者及び厚生労働省科学研究費補

助金採択者が含まれていることから、年度

計画を十分には実施していないものと認め

られ､今後積極的な取組が求められるため。
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である「財務内容の改善」及び中期目標に

掲げる「自己収入の増加」に照らして、前

年度に引き続き１２億円を超える資金を獲

得し（業務実績報告書２３頁参照）、国立

大学法人化以降、最も大きな成果を上げて

いる。 

因みに、平成２１年８月３１日に行われ

たヒアリングにおいても、｢重要なことは、

科研費なり競争的資金が増えることが大き

な目的である」と、本学の意図するところ

と同趣旨の発言があったところである。 

これらのことから、申し立て内容のとお

り、当該事項を削除願いたい。 

 

【外部資金獲得の推移】 
平成１５年度 ８０８,５００千円

平成１６年度 １,０３６,７８４千円

平成１７年度 ９６３,０７０千円

平成１８年度 ９６５,１３６千円

平成１９年度 １,２６１,６８７千円

平成２０年度 １,２６９,６６１千円
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国立大学法人旭川医科大学                    大学番号：０６ 

 

申立ての内容 申立てへの対応 

 

【評価項目】 

１ 全体評価 

 

【原文】 

「また、平成19年度評価結果において評価

委員会が課題として指摘した、検体の目

的外使用等に関する事例について、検体

の目的外使用に関する再発防止に向けた

体制整備等の取組が不十分であるため、

引き続き再発防止に向け徹底した取組を

行うことが求められる。」 

 

【申し立て内容】 

下線部について、修正文案のとおり修

正願いたい 

 

【修正文案】 

「また、平成19年度評価結果において評価

委員会が課題として指摘した、検体の目

的外使用等に関する事例について、検体

の目的外使用に関する再発防止に向けた

一定の取組が行われていることは認めら

れるが、引き続き再発防止に向け徹底し

た取組を行うことが期待される。」 

 

【理由】 

本学として、平成 19 年度評価結果におい

て評価委員会から課題として指摘された、

検体の目的外使用と個人情報の漏洩問題を

重く受け止めております。 

 まず、コンプライアンスの観点から、責

任者である臨床検査・輸血部長に対し、平

成 20 年 7 月 23 日付けで停職１年の厳しい

処分を科した。そのうえで、再発防止のた

め、平成 20 年 11 月 5 日付けで『旭川医科

大学病院規程第９条の規定に関する申合

 

【対応】 

 意見を踏まえ、下記のとおり修正する。

 

『また、平成19年度評価結果において評価

委員会が課題として指摘した、検体の目的

外使用等に関する事例について、一定の取

組が行われているものの、検体の目的外使

用に関する再発防止に向けた体制整備等の

取組が不十分であるため、引き続き再発防

止に向け徹底した取組を行うことが求めら

れる。』 

 

【理由】 

 事実関係に即した修正。 



 

- 4 - 

せ』を改正し、教育・研究部門である関連

講座の教授をもって充てることとしていた

病院の中央診療施設等の長を、病院長が指

名する体制とすることで、トップの権限強

化を図った。 

これにより、平成 20 年 12 月 1 日付けで、

臨床検査・輸血部長に中央診療施設所属の

准教授を指名し、その新体制の下、臨床検

査・輸血部内に倫理管理者（副技師長）を

置き、検体利用・個人情報の一元管理を行

う体制とした。具体的には、職員の意識改

革のために、検体等を利用した症例報告・

学会発表を行う際には、倫理管理者を通じ

て倫理委員会に付議し、必要に応じ倫理委

員会で審議を行う等、職員一人一人の倫理

意識を高める取組を行っており、再発防止

に向けた体制整備を進めているところであ

る（下線部は平成２１年７月３１日付けで

回答済み）。 

上記のとおり、評価結果（原案）の中で

不十分であるとされた、検体の目的外使用

に関する再発防止に向けた体制整備につい

ても、一定の取組を行っていることから、

当該事項について修正文案のとおり修正願

いたい。 
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国立大学法人旭川医科大学                    大学番号：０６ 

 

申立ての内容 申立てへの対応 

 

【評価項目】 

２ 項目別評価 

（２）財務内容の改善 

 

【原文】 

「平成20年度の実績のうち、下記の事項に

課題がある。 

（法人による自己評価と評価委員会の評

価が異なる事項） 

○「競争的資金獲得のため、文部科学省

科学研究費補助金の申請を各教員１件

以上行う。」(実績報告書20頁・年度計

画【105-1】)について、各教員１件以

上の申請が行われるまでには至ってい

ないことから、年度計画を十分には実

施していないものと認められる。」 

 

【申し立て内容】 

削除願いたい 

 

【理由】 

本学は、国立大学法人法で規定する中期

目標の「財務内容の改善」に関する事項に

「科学研究費補助金等の外部研究資金、そ

の他の自己収入の増加を図る。」を掲げ、

当該中期目標の達成に向け、中期計画及び

年度計画において、代表的な競争的資金で

ある文部科学省科学研究費補助金の各教員

１件以上申請を明記することで、各教員の

自己啓発を促しつつ、学長のリーダーシッ

プの下、文部科学省科学研究費補助金、厚

生労働科学研究費補助金、文部科学省大学

教育改革支援事業等への積極的な申請を通

して競争的資金の獲得に努めるとともに、

共同研究、受託研究、寄附金等多様な資金

調達により自己収入の増加に努めてきた。

 

【対応】 

 原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 前述の意見に対する対応のとおり。 
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平成２０年度においても、当該年度計画に

ある「文部科学省科学研究費補助金の各教

員１件以上申請」について、退職予定や長

期不在者等合理的な理由により申請しなか

った教員を除き、１人１件以上に相当する

件数を申請（平成２１年７月３１日付け回

答：資料４－２参照）する一方、評価項目

である「財務内容の改善」及び中期目標に

掲げる「自己収入の増加」に照らして、前

年度に引き続き１２億円を超える資金を獲

得し（業務実績報告書２３頁参照）、国立

大学法人化以降、最も大きな成果を上げて

いる。 

因みに、平成２１年８月３１日に行われ

たヒアリングにおいても、｢重要なことは、

科研費なり競争的資金が増えることが大き

な目的である」と、本学の意図するところ

と同趣旨の発言があったところである。 

これらのことから、申し立て内容のとお

り、当該指摘事項を削除していただくとと

もに、評定についても再考願いたい。 

 

【外部資金獲得の推移】 
平成１５年度 ８０８,５００千円

平成１６年度 １,０３６,７８４千円

平成１７年度 ９６３,０７０千円

平成１８年度 ９６５,１３６千円

平成１９年度 １,２６１,６８７千円

平成２０年度 １,２６９,６６１千円
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国立大学法人旭川医科大学                    大学番号：０６ 

 

申立ての内容 申立てへの対応 

 

【評価項目】 

２ 項目別評価 

（４）その他業務運営に関する重要目標 

 

【原文】 

「平成20年度の実績のうち、下記の事項に

課題がある。 

○ 平成19年度評価結果において評価委

員会が課題として指摘した、検体の目

的外使用と個人情報の漏洩に関する事

例について、利益相反に関する講演会

等を開催するなどの取組は行われてい

るが、検体の目的外使用に関する再発

防止に向けた体制整備等の取組が不十

分であるため、引き続き再発防止に向

け徹底した取組を行うことが求められ

る。」 

 

【申し立て内容】 

指摘事項を削除するとともに、下線部に

ついて、修正文案のとおり修正願いたい

 

【修正文案】 

「○ 平成19年度評価結果において評価委

員会が課題として指摘した、検体の目

的外使用と個人情報の漏洩に関する事

例について、利益相反に関する講演会

等を開催するとともに、検体の目的外

使用に関する再発防止に向けた体制整

備等についても一定の取組が行われて

いることは認められるが、引き続き再

発防止に向け徹底した取組を行うこと

が期待される。」 

 

【理由】 

本学として、平成 19 年度評価結果におい

 

【対応】 

 意見を踏まえ、下記のとおり修正する。

 

『平成19年度評価結果において評価委員会

が課題として指摘した、検体の目的外使用

と個人情報の漏洩に関する事例について、

利益相反に関する講演会の開催や臨床検査

・輸血部内に倫理管理者を配置するなどの

取組は行われているが、検体の目的外使用

に関する再発防止に向けた体制整備等の取

組が不十分であるため、引き続き再発防止

に向け徹底した取組を行うことが求められ

る。』 

 

【理由】 

 事実関係に即した修正。 
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て評価委員会から課題として指摘された、

検体の目的外使用と個人情報の漏洩問題を

重く受け止めております。 

 まず、コンプライアンスの観点から、責

任者である臨床検査・輸血部長に対し、平

成 20 年 7 月 23 日付けで停職１年の厳しい

処分を科した。そのうえで、再発防止のた

め、平成 20 年 11 月 5 日付けで『旭川医科

大学病院規程第９条の規定に関する申合

せ』を改正し、教育・研究部門である関連

講座の教授をもって充てることとしていた

病院の中央診療施設等の長を、病院長が指

名する体制とすることで、トップの権限強

化を図った。 

これにより、平成 20 年 12 月 1 日付けで、

臨床検査・輸血部長に中央診療施設所属の

准教授を指名し、その新体制の下、臨床検

査・輸血部内に倫理管理者（副技師長）を

置き、検体利用・個人情報の一元管理を行

う体制とした。具体的には、職員の意識改

革のために、検体等を利用した症例報告・

学会発表を行う際には、倫理管理者を通じ

て倫理委員会に付議し、必要に応じ倫理委

員会で審議を行う等、職員一人一人の倫理

意識を高める取組を行っており、再発防止

に向けた体制整備を進めているところであ

る（下線部は平成２１年７月３１日付けで

回答済み）。 

上記のとおり、評価結果（原案）の中で

不十分であるとされた、検体の目的外使用

に関する再発防止に向けた体制整備につい

ても、一定の取組を行っていることから、

当該指摘事項を上記修正文案のとおり見直

していただくとともに、評定についても再

考願いたい。 

 

 

 


